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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に配置空間を有する筐体と前記配置空間に配置されたランプユニットとを備えたド
アハンドルであって、
　前記ランプユニットは、
　発光素子が搭載された回路基板と、
　前記回路基板を保持するハウジングと、
　前記発光素子から出射される光を入射する入射面と前記入射面から入射される光を出射
し前記入射面より下方に位置された出射面とを有し前記発光素子から出射される光を所定
の方向へ導く柱状に形成された導光レンズとを備え、
　前記出射面が前記筐体の下面より上側に位置され、
　前記導光レンズの下側に前記導光レンズの外周面に連続する光制御面が形成され、
　前記光制御面が下方へ行くに従って所定の範囲で広がる形状に形成され、
　前記導光レンズの外周面のうち左右方向において車輌側の反対側である外端の上下方向
に対する傾斜角度が車輌側である内端の上下方向に対する傾斜角度より大きくされた
　ドアハンドル。
【請求項２】
　前記出射面は左右方向において車輌から離隔するに従って下方へ変位する傾斜面に形成
された
　請求項１に記載のドアハンドル。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は導光レンズによって光を所定の方向へ導くランプユニットを備えたドアハンド
ルについての技術分野に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２０１０－２２９７９７号公報
【特許文献２】特開２００９－１３３１３３号公報
【特許文献３】特開２００６－９２７９号公報
【背景技術】
【０００３】
　ドアハンドルには、ハウジングに回路基板が保持され、回路基板に光源として機能する
発光素子が搭載され、発光素子から出射された光が所定の方向へ照射されるように構成さ
れたものがある（例えば、特許文献１乃至特許文献３参照）。
【０００４】
　特許文献１及び特許文献２には、ドアハンドルに内蔵された照明ユニットによってドア
の開閉時に足下が照明される技術が示されている。足下が照明されることにより、ドアの
開閉時に水溜まり等の有無を把握することができ、搭乗者の利便性の向上が図られる。
【０００５】
　特許文献３にも、ドアハンドルに内蔵された照明ユニットに関する技術が示されている
。特許文献３に記載された照明ユニットにあっては、ハウジング（ケース）と蓋部によっ
て内部空間が形成され内部空間に回路基板が配置され、回路基板に発光素子が搭載されて
いる。回路基板にはハウジングを挿通された接続コードが接続され、接続コードを介して
発光素子に駆動電流が供給されて発光素子から所定の方向へ向けて光が出射される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、特許文献３に記載されたドアハンドルにあっては、発光素子から出射された
光が導光体（拡散部材）を介して外部へ照射されるように構成されているが、導光体の出
射面がドアハンドルの筐体（パネル）から外側に突出されている。
【０００７】
　従って、外部へ照射された光が周辺から直視され易く、視認者において眩しさを感じた
り誤認を生じたりするおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明ドアハンドルは、上記した問題点を克服し、発光素子から出射された光
を周辺から直視され難くし、視認者における不都合の発生を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１に、本発明に係るドアハンドルは、内部に配置空間を有する筐体と前記配置空間に
配置されたランプユニットとを備えたドアハンドルであって、前記ランプユニットは、発
光素子が搭載された回路基板と、前記回路基板を保持するハウジングと、前記発光素子か
ら出射される光を入射する入射面と前記入射面から入射される光を出射し前記入射面より
下方に位置された出射面とを有し前記発光素子から出射される光を所定の方向へ導く柱状
に形成された導光レンズとを備え、前記出射面が前記筐体の下面より上側に位置され、前
記導光レンズの下側に前記導光レンズの外周面に連続する光制御面が形成され、前記光制
御面が下方へ行くに従って所定の範囲で広がる形状に形成され、前記導光レンズの外周面
のうち左右方向において車輌側の反対側である外端の上下方向に対する傾斜角度が車輌側
である内端の上下方向に対する傾斜角度より大きくされたものである。
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【００１０】
　これにより、導光レンズの出射面が筐体の内部に位置される。
【００１２】
　また、光制御面によって下方への出射範囲が必要な照射範囲において所定の範囲に制限
される。
【００１４】
　また、光がドアパネルから遠去かる方向へ向かい易い。
【００１５】
　第２に、本発明に係るドアハンドルにおいては、前記出射面は左右方向において車輌か
ら離隔するに従って下方へ変位する傾斜面に形成されることが望ましい。
【００１６】
　これにより、光が車輌の外側に向かい易い。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、導光レンズの出射面が筐体の内部に位置されるため、発光素子から出
射された光が周辺から直視され難く、視認者における不都合の発生を防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図２乃至図８と共に本発明の実施の形態を示すものであり、本図は、ドアハンド
ルがドアに連結された状態を示す概略斜視図である。
【図２】ドアハンドルの概略平面図である。
【図３】ドアハンドルの概略側面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う拡大断面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線に沿う拡大断面図である。
【図６】照明体の拡大分解斜視図である。
【図７】第１の導光レンズから出射される光の経路を示す拡大図である。
【図８】第２の導光レンズを介して導光体から出射される光の経路を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に、本発明ドアハンドルを実施するための形態について添付図面を参照して説明す
る。
【００２０】
　ドアハンドル１は、例えば、略前後方向に延びる形状に形成され、筐体２と筐体２の内
部に配置された後述するランプユニットとを備えている（図１乃至図３参照）。ドアハン
ドル１は車輌のドア１００の把手として用いられ、前端部に設けられた図示しない連結部
がドアパネル１０１に連結されている（図１参照）。ドアパネル１０１の外面にはドアハ
ンドル１の内側に操作者（搭乗者）が指を挿入するための挿入凹部１０１ａが形成されて
いる。
【００２１】
　ドアハンドル１はドア１００に対して前端部を支点として後端部が車輌の左右方向へ移
動するように回動可能とされ、ドア１００の開放時に操作者によって後端部がドアパネル
１０１から離隔する方向へ回動される。操作者による操作が終了すると、ドアハンドル１
は図示しない付勢手段によって後端部がドアパネル１０１に近付く方向へ回動され操作前
の元の位置に戻る。
【００２２】
　このようなドアハンドル１が設けられた車輌においては、車輌のエンジンを始動するた
めのキーを所持している操作者がドアハンドル１から一定の距離に近付くと、ドアハンド
ル１に内蔵された図示しない検出部によってキーの存在が検出される。このときキーの存
在の検出に伴ってドアハンドル１の内部に配置された後述するランプユニットから光が照
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射される。ランプユニットからは少なくともドアハンドル１の下方へ向けて光が照射され
、照射された光によって足下が照明されることにより、例えば、夜間のドア１００の開閉
時に水溜まり等の有無を把握することができ、搭乗者の利便性の向上が図られる。
【００２３】
　ドアハンドル１には前後両端部を除く部分に内方、即ち、ドアパネル１０１側に開口さ
れた把持凹部１ａが形成されている（図１及び図２参照）。操作者（搭乗者）は把持凹部
１ａに指を挿入してドアハンドル１を把持して操作する。
【００２４】
　筐体２は第１のパネル３と第２のパネル４とインナーパネル５を有している（図４参照
）。第１のパネル３と第２のパネル４は左右方向において結合され、第１のパネル３が外
側に位置され第２のパネル４が内側、即ち、ドアパネル１０１側に位置されている。
【００２５】
　インナーパネル５は、第１のパネル３と第２のパネル４が結合された状態において両者
の内側に位置され、第１のパネル３と第２のパネル４の内側における少なくとも後端側に
配置されている。インナーパネル５には略前方に開口された配置凹部６が形成されている
。インナーパネル５の下端寄りの位置には略左右に延びる位置決めピン７が設けられてい
る。
【００２６】
　筐体２の下端部には上下方向に貫通された環状の規制壁部８が設けられ、規制壁部８の
内側の空間が配置空間９とドアハンドル１の下側の空間とに連通されている（図４及び図
５参照）。規制壁部８は第２のパネル４の下端部とインナーパネル５の下端部とが周方向
において連続されて構成されている。規制壁部８は下方へ行くに従って外形が大きくなる
形状に形成され、規制壁部８の内周面が光制御面８ａとして形成されている。従って、光
制御面８ａは下方へ行くに従って所定の範囲で広がる形状に形成され、下方への広がり方
が左右方向より前後方向において大きくされている。
【００２７】
　筐体２の内部には第１のパネル３と第２のパネル４の間にそれぞれ前後方向に延びる配
置空間９が形成され、配置空間９は第１の空間１０と第２の空間１１を有している。第１
の空間１０は第２の空間１１の下側に位置されている。第２の空間１１は上方に開口され
、上方の開口部１１ａが略前後に延びるスリット状に形成されている。
【００２８】
　第１のパネル３における後端側の部分を除いた部分の内面には少なくとも第２のパネル
４側に開口された位置合わせ凹部３ａが形成され、位置合わせ凹部３ａは略前後に延びる
ようにされている。
【００２９】
　第２のパネル４における後端側の部分を除いた部分の内面には少なくとも第１のパネル
３側に開口された位置合わせ凹部４ａが形成され、位置合わせ凹部４ａは略前後に延びる
ようにされ第１のパネル３に形成された位置合わせ凹部３ａに向かい合う位置に形成され
ている。
【００３０】
　第２のパネル４には上下方向における中間部から第１のパネル３側に突出された仕切り
突部４ｂが設けられている。配置空間９は一部を除いた部分が仕切り突部４ｂによって第
１の空間１０と第２の空間１１に仕切られている。
【００３１】
　第２のパネル４の下端寄りの位置には第１のパネル３側に開口された位置決め凹部４ｃ
が形成されている（図５参照）。
【００３２】
　筐体２の内部に形成された配置空間９にはランプユニット１２が配置されている（図２
、図３、図４及び図５参照）。ランプユニット１２は照明体１３と導光体１４によって構
成されている。
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【００３３】
　照明体１３は透明材料によって形成された複合構造体１５と複合構造体１５に保持され
た回路基板１６と複合構造体１５に取り付けられたガスケット１７と複合構造体１５に結
合された蓋体１８とを有している（図４及び図６参照）。
【００３４】
　複合構造体１５はハウジング１９と第１の導光レンズ２０と第２の導光レンズ２１が一
体に形成されて成る。複合構造体１５はハウジング１９が筐体２に取り付けられ、少なく
とも一部がインナーパネル５の配置凹部６に挿入された状態で配置空間９の第１の空間１
０に配置されている。
【００３５】
　ハウジング１９は上方に開口する箱状に形成された基板配置部２２と基板配置部２２の
後端側の部分から下方に突出されたコード挿通部２３と基板配置部２２及びコード挿通部
２３から後方に突出された位置決め突部２４と基板配置部２２の左右両側面に設けられた
結合用突部２５、２５、・・・とを有している。
【００３６】
　基板配置部２２は内形状が回路基板１６の外形状と同じにされ大きさが回路基板１６の
大きさより僅かに大きくされている。
【００３７】
　コード挿通部２３は上下に貫通された筒状に形成されている。
【００３８】
　位置決め突部２４には左右に貫通された位置決め孔２４ａが形成されている。
【００３９】
　結合用突部２５、２５、・・・はそれぞれ二つずつが基板配置部２２の左右両側面に前
後に離隔して設けられている（図５及び図６参照）。
【００４０】
　第１の導光レンズ２０は基板配置部２２の前端側の部分から下方に突出されて設けられ
ている（図４及び図６参照）。第１の導光レンズ２０はコード挿通部２３の前側に離隔し
て位置されている。
【００４１】
　第１の導光レンズ２０は上下方向に延びる柱状に形成され、上端に上方を向く第１の入
射面２０ａを有し下端に第１の出射面２０ｂを有している。第１の出射面２０ｂは左右方
向において車輌から離隔するに従って下方へ変位する傾斜面に形成され、光軸Ｐに直交す
る面に対して車輌の左右方向において内向きに傾斜されている（図５参照）。従って、第
１の出射面２０ｂは後述する発光素子から出射される光の光軸Ｐ（上下方向に延びる軸）
に対して傾斜されている。
【００４２】
　第１の導光レンズ２０は第１の入射面２０ａから第１の出射面２０ｂに近付くに従って
外形が大きくなる形状に形成され、外周面２０ｃのうち左右方向において車輌側の反対側
である外端２０ｄの上下方向に対する傾斜角度が車輌側である内端２０ｅの上下方向に対
する傾斜角度より大きくされている。
【００４３】
　第１の導光レンズ２０の下端寄りの位置には側方に突出された位置決め突部２０ｆが設
けられている。
【００４４】
　第２の導光レンズ２１は第１の導光レンズ２０の前側に位置されている（図４及び図６
参照）。
【００４５】
　第２の導光レンズ２１は下端部における上面側に第２の入射面２１ａを有し上端部に略
前方を向く機能面２１ｂを有している。機能面２１ｂは第２の出射面としても機能する。
【００４６】
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　第２の導光レンズ２１には下端部に下方を向く第１の反射面２１ｃが形成され、第１の
反射面２１ｃと機能面２１ｂの間に前斜め下方を向く第２の反射面２１ｄが形成されてい
る。第２の導光レンズ２１には機能面２１ｂに連続して後斜め上方を向く第３の反射面２
１ｅが形成されている。第３の反射面２１ｅは第１の反射面２１ｃの上側に位置されてい
る。第１の反射面２１ｃと第２の反射面２１ｄと第３の反射面２１ｅにおいては、何れも
光が内面反射可能とされている。
【００４７】
　上記のように構成された複合構造体１５は、図４及び図５に示すように、ハウジング１
９の位置決め突部２４に形成された位置決め孔２４ａにインナーパネル５の位置決めピン
７が挿入されると共に第１の導光レンズ２０の位置決め突部２０ｆが第２のパネル４に形
成された位置決め凹部４ｃに挿入されて筐体２に対して位置決めされ、配置空間９の第１
の空間１０に配置される。
【００４８】
　複合構造体１５が上記のように位置決めされて配置空間９の第１の空間１０に配置され
た状態においては、第１の導光レンズ２０の下端部が筐体２における規制壁部８の上端部
の内側に嵌合された状態で位置される。従って、第１の導光レンズ２０の外周面と規制壁
部８の光制御面８ａとが連続した状態にされる。
【００４９】
　特に、左右方向においては、図５に示すように、第１の導光レンズ２０の外周面２０ｃ
のうち左右方向における外端２０ｄと光制御面８ａのうち外端２０ｄの真下に連続する部
分とが一直線状にされ、第１の導光レンズ２０の外周面２０ｃのうち左右方向における内
端２０ｅと光制御面８ａのうち内端２０ｅの真下に連続する部分とが一直線状にされる。
【００５０】
　上記のように、第１の導光レンズ２０は下端部が筐体２における規制壁部６の上端部の
内側に位置されるため、第１の導光レンズ２０の第１の出射面２０ｂは筐体２の下面２ａ
より上方に位置される（図４及び図５参照）。
【００５１】
　回路基板１６は上下方向を向く板状に形成され、両面基板にされている（図４、図５及
び図６参照）。回路基板１６の上面１６ａにおける前半部には整流機能を有するダイオー
ド２６と電流の制限機能を有する抵抗２７、２７とが搭載されている。回路基板１６の下
面１６ｂにおける前半部には光を出射する光源として機能する発光素子２８が前側に搭載
され蓄電機能及び放電機能を有するコンデンサ２９が後側に搭載されている。
【００５２】
　発光素子２８としては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ: Light Emitting Diode）が
用いられており、発光面２８ａが下方を向く状態で配置されている。従って、発光素子２
８から出射される光の光軸Ｐは上下方向にされている。
【００５３】
　回路基板１６の後半部には発光素子２８等に駆動電流を供給するための接続コード３０
、３０の各一端部が下方側から半田付け等によって接続されている。接続コード３０、３
０は配置空間９の第１の空間１０を挿通され筐体２の前端部を介してドア１００の内部に
挿通され、他端部が図示しない電源回路に接続されている。
【００５４】
　接続コード３０、３０の一端側の部分にはブッシング３１が外嵌状に取り付けられ、ブ
ッシング３１によって接続コード３０、３０が保護されている（図４及び図６参照）。ブ
ッシング３１はゴム材料等によって形成され弾性変形可能とされている。
【００５５】
　回路基板１６は接続コード３０、３０が接続された状態でハウジング１９の基板配置部
２２に上方から挿入されて基板配置部２２に配置される（図４及び図５参照）。
【００５６】
　このとき接続コード３０、３０と接続コード３０、３０を保護するブッシング３１がコ
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ード挿通部２３に上方から挿通され、接続コード３０、３０及びブッシング３１がハウジ
ング１９に取り付けられる（図４参照）。ブッシング３１の一端部は一部が弾性変形され
た状態でコード挿通部２３に嵌合され、接続コード３０、３０とブッシング３１のコード
挿通部２３に対するガタツキが規制される。
【００５７】
　上記のように回路基板１６が基板配置部２２に配置された状態において、回路基板２２
にガスケット１７が取り付けられる（図４、図５及び図６参照）。
【００５８】
　ガスケット１７は閉塞面部３２が基板配置部２２の開口を閉塞する状態でハウジング１
９に取り付けられ（図４及び図５参照）、ガスケット１７によって基板配置部２２に配置
された回路基板１６の防水が図られる。
【００５９】
　上記のようにガスケット１７が基板配置部２２に取り付けられた状態において、ハウジ
ング１９に蓋体１８が結合される。蓋体１８は上下方向を向く略平板状の覆い面部３４と
覆い面部３４の左右両側部からそれぞれ下方に突出された側面部３５、３５と一方の側面
部３５の下端部に連続して設けられたコード押さえ部３６とを有している（図４、図５及
び図６参照）。
【００６０】
　覆い面部３４は外形状がガスケット１７の閉塞面部３２の外形状と同じにされ大きさが
閉塞面部３２の外形の大きさと略同じにされている。
【００６１】
　側面部３５、３５には左右に貫通された結合孔３５ａ、３５ａ、・・・が形成されてい
る。結合孔３５ａ、３５ａ、・・・はそれぞれ二つずつが側面部３５、３５に前後に離隔
して形成されている。
【００６２】
　蓋体１８は側面部３５、３５に形成された結合孔３５ａ、３５ａ、・・・の下側開口縁
にそれぞれ結合用突部２５、２５が係止されてハウジング１９に結合される（図４及び図
５参照）。
【００６３】
　蓋体１８がハウジング１９に結合された状態においては、接続コード３０、３０の一部
がコード押さえ部３６に保持される。
【００６４】
　導光体１４は全体として略前後方向に延びる形状に形成され、後端部を除く部分が照明
体１３の前側に配置され後端部が照明体１３の上側に配置される（図２及び図３参照）。
【００６５】
　導光体１４は透明材料によって形成され、後端寄りの部分が最も上下の幅が広くされた
幅広部３７として設けられ、幅広部３７より前側の部分が略前後方向に延びる延設部３８
として設けられ、幅広部３７より後側の部分が幅広部３７から上斜め後方へ延びるように
された傾斜部３９として設けられている。
【００６６】
　幅広部３７の下端部には後方及び略下方に開口された切欠４０が形成されている（図４
参照）。切欠４０によって形成された後面は第１の入光面４０ａとして形成され、切欠４
０によって形成された下面は第２の入光面４０ｂとして形成されている。第２の入光面４
０ｂは階段状に形成されている。
【００６７】
　延設部３８は前方へ行くに従って先細りになる形状に形成され、下面がシボ加工を有す
る内面反射面３８ａとして形成されている（図３参照）。延設部３８には上下方向におけ
る中間部に側方に突出された位置合わせ突条３８ｂ、３８ｂが設けられている（図６参照
）。
【００６８】
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　傾斜部３９は後方へ行くに従って先細りになる形状に形成され、後面（斜め下方を向く
面）がシボ加工を有する内面反射面３９ａとして形成されている（図３及び図５参照）。
傾斜部３９には下端部に側方に突出された位置合わせ突条３９ｂ、３９ｂが設けられてい
る（図５及び図６参照）。
【００６９】
　導光体１４は上端部にもシボ加工が施され、上面が出光面１４ａとして形成されている
。
【００７０】
　導光体１４には幅広部３７の下端部にカバー部４１が設けられている（図６参照）。カ
バー部４１は第１の入光面４０ａ及び第２の入光面４０ｂの側方において左右方向を向く
状態で設けられている。
【００７１】
　導光体１４は位置合わせ突条３８ｂ、３８ｂと位置合わせ突条３９ｂ、３９ｂがそれぞ
れ第１のパネル３に形成された位置合わせ凹部３ａと第２のパネル４に形成された位置合
わせ凹部４ａとに挿入されて筐体２に位置合わせされ（図４及び図５参照）、配置空間９
の第１の空間１０に配置されている。
【００７２】
　上記のように導光体１４が配置空間９の第１の空間１０に配置された状態においては、
導光体１４の切欠４０に照明体１３における第２の導光レンズ２１の先端部が位置する状
態にされる（図４参照）。導光体１４は、第１の入光面４０ａが第２の導光レンズ２１の
機能面２１ｂに対向して位置され、第２の入光面４０ｂが第２の導光レンズ２１の第３の
反射面２１ｅに対向して位置されている。
【００７３】
　また、導光体１４が第１の空間１０に配置された状態においては、出光面１４ａが筐体
２の上面２ｂより僅かに下方に位置されている（図５参照）。
【００７４】
　上記のように導光体１４が第１の空間１０に配置された状態においては、カバー部４１
によって複合構造体１５における第２の導光レンズ２１の先端部が覆われる。
【００７５】
　以下に、照明体１３及び導光体１４からの光の出射状態について説明する（図７及び図
８参照）。
【００７６】
　回路基板１６に搭載された発光素子２８の発光面２８ａから光が出射されると、図７に
示すように、下方へ向けて出射された光が第１の入射面２０ａから第１の導光レンズ２０
の内部に入射され、一部の光が第１の導光レンズ２０の周面で内面反射され第１の導光レ
ンズ２０によって第１の出射面２０ｂへ向けて導かれる。
【００７７】
　第１の導光レンズ２０によって導かれた光は第１の出射面２０ｂから下方へ向けて出射
される。第１の出射面２０ｂから出射される光は第１の出射面２０ｂによって屈折される
が、第１の出射面２０ｂが左右方向において車輌から離隔するに従って下方へ変位する傾
斜面に形成され光軸Ｐに対して傾斜されているため、第１の出射面２０ｂから出射される
光は車輌のドアパネル１０１から遠去かる方向へ屈折され、ドアパネル１０１の側方にお
いて下方の路面へ照射される。
【００７８】
　また、第１の導光レンズ２０の外周面２０ｃのうち左右方向において外端２０ｄの上下
方向に対する傾斜角度が内端２０ｅの上下方向に対する傾斜角度より大きくされているた
め、光がドアパネル１０１から遠去かる方向へ向かい易く、ドアパネル１０１の不必要な
光りを抑制することができる。
【００７９】
　さらに、第１の出射面２０ｂが光軸Ｐに直交する面に対して車輌の左右方向において内
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向きに傾斜されているため、光が車輌の外側に向かい易くドアパネル１０１の不必要な光
りを一層抑制することができる。
【００８０】
　さらにまた、上記のように出射面２０ｂから出射された光は規制壁部８の光制御面８ａ
によって制御され、下方への出射範囲が所定の範囲に制限される。従って、出射面２０ｂ
から下方へ向けて出射された光がドアパネル１０１に照射され難く、不必要な方向への光
の照射を抑制し所望の範囲に光を照射することができる。
【００８１】
　また、上記のように、第１の導光レンズ２０は下端部が筐体２における規制壁部８の上
端部の内側に位置されているため、第１の導光レンズ２０の第１の出射面２０ｂが筐体２
の下面２ａより上方に位置されている。従って、外部へ向けて照射された光が周辺から直
視され難く、視認者において眩しさを感じたり誤認を生じたりするおそれがなく、視認者
における不都合の発生を防止することができる。
【００８２】
　一方、回路基板１６に搭載された発光素子２８の発光面２８ａから光が出射されたとき
には、斜め方向へ向けて出射された光が第２の入射面２１ａから第２の導光レンズ２１の
内部にも入射され、入射された光が第１の反射面２１ｃへ向かう（図８参照）。第１の反
射面２１ｃへ向かった光Ａ、Ｂは第１の反射面２１ｃで内面反射され、第２の反射面２１
ｄ又は機能面２１ｂへ向かう。
【００８３】
　第２の反射面２１ｄへ向かった光Ａは第２の反射面２１ｄで内面反射され、第３の反射
面２１ｅに入射される。第３の反射面２１ｅに入射された光Ａは一部を除いて機能面２１
ｂへ向かい、機能面２１ｂから出射され、第１の入光面４０ａから導光体１４の内部に入
射される。また、第２の反射面２１ｄで内面反射されて第３の反射面２１ｅに入射された
光Ａの一部は漏れ光として第３の反射面２１ｅから出射され、第２の入光面４０ｂから導
光体１４の内部に入射される。
【００８４】
　また、第１の反射面２１ｃで内面反射され機能面２１ｂへ向かった光Ｂは機能面２１ｂ
で内面反射され、第３の反射面２１ｅに入射される。第３の反射面２１ｅに入射された光
Ｂは第３の反射面２１ｅから出射され第２の入光面４０ｂから導光体１４の内部に入射さ
れる。
【００８５】
　第１の入光面４０ａから導光体１４の内部に入射された光は、延設部３８の内部を導か
れて出光面１４ａから出射され、第２の入光面４０ｂから導光体１４の内部に入射された
光は、幅広部３７又は傾斜部３９の内部を導かれて出光面１４ａから出射される。
【００８６】
　導光体１４の内部を導かれる光には内面反射面３９ａ又は内面反射面３８ａに達する光
があるが、これらの光は内面反射面３９ａ又は内面反射面３８ａで内面反射されて出光面
１４ａに導かれる。また、導光体１４の上端部にもシボ加工が施されているが、このシボ
加工が施された部分によっても光が内面反射されて出光面１４ａに導かれる。
【００８７】
　このように導光体１４に入射された光は幅広部３７、傾斜部３９又は延設部３８の内部
を導かれて出光面１４ａから出射されるため、出光面１４ａの全体が光るように視認され
る。
【符号の説明】
【００８８】
　１…ドアハンドル、２…筐体、２ａ…下面、８ａ…光制御面、９…配置空間、１２…ラ
ンプユニット、１６…回路基板、１９…ハウジング、２０…第１の導光レンズ、２０ａ…
第１の入射面、２０ｂ…第１の出射面、２０ｃ…外周面、２０ｄ…外端、２０ｅ…内端、
２８…発光素子
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